
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

構

造

計

算

適

合

性

判

定

を

委

任

し

た

指

定

構

造

建

築

指

導

課

計

算

適

合

性

判

定

機

関

か

ら

の

変

更

の

届

出

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

〃

〃

○

一

般

競

争

入

札

の

実

施

警

察

本

部

会

計

課

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

株
式
会
社
岡
山
村
田
製
作
所

7
7

住
所

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
福
元

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

中
島

規
巨

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
株
式
会
社
岡
山
村
田
製
作
所

7
7

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
福
元
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 変 更 前 変 更 後

65 65

種 類 酸又はアルカリによる 酸又はアルカリによる 同左表面処理施設 表面処理施設
（Ｄ２，Ｄ３） （Ｒ１～63）

能 力
１㎥／日 １㎥／日

同左（１台当たり） （１台当たり）

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 工事着手後１週間 － 工事着手後１週間

使 用 開 始 予 定 年 月 日 工事完成後１週間 － 工事完成後１週間

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 1.0 1.0 6.3 12.6 4.3 10.6
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 3～5 3～5 10～12 10～12
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／�） 930 1,050 50 63
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（mg／�） 1,300 1,450 100 125

Ｓ Ｓ（mg／�） 33 40 65 81.3

油 分（mg／�） 0.5以下 0.5 9 11.3

Ｔ－Ｎ（mg／�） 520 580 1.0 1.3 同左

Ｔ－Ｐ（mg／�） 0.02以下 0.02 0.4 0.5

Ｃ ｕ（mg／�） - - 0.05 0.06

Ｆ ｅ（mg／�） - - 0.2以下 0.2

アンモニア，アンモニウム
化合物，亜硝酸化合物及び 100以下 100 - -
硝酸化合物（mg／�）

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする｡
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 廃 止 新 設

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 No.１工程排水処理施設

種 類 工程排水処理

構 造 鉄筋コンクリート，ＳＳ 同左

主 要 寸 法 33ｍ×29.5ｍ×5.0ｍ

能 力 521㎥／日

処 理 の 方 法 ｐＨ調整，脱窒，砂濾過，連続活性炭吸着 ｐＨ調整，砂濾過，連続活性炭吸着
ろ ろ

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 工事着手後４箇月

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 工事完成後１週間

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時において 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該特定施設か 区 分
ら排出される汚 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／日） 107 158 107 158
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 6～10 6～10 6～8.5 6～8.5
常の量及び最大
の量 ＢＯＤ（mg／�） 23 41 12 20

同左
ＣＯＤ（mg／�） 23 41 12 20

Ｓ Ｓ（mg／�） 1,000 1,000 14 20

油 分（mg／�） 5 5 5 5

Ｔ－Ｎ（mg／�） 50 50 12 14 50 50 50 50

Ｔ－Ｐ（mg／�） 1.4 2 1.4 2

ほう素（mg／�） - - - -
同左

アンモニア，アンモニウム
化合物，亜硝酸化合物及び - - - -
硝酸化合物（mg／�）
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区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 蒸発濃縮装置Ａ

種 類 蒸発濃縮装置

構 造 ＳＵＳ製
同左

主 要 寸 法 3.7ｍ×3.0ｍ×3.56ｍ

能 力 10㎥／バッチ

処 理 の 方 法 蒸発濃縮

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 工事着手後１週間

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 工事完成後１週間

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時において 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該特定施設か 区 分
ら排出される汚 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／日） 4.0 4.0 6.0 18.0 4.3 4.3 6.3 18.3
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 3～5 3～5 8～10 8～10
常の量及び最大
の量 ＢＯＤ（mg／�） 930 1,050 36 36

ＣＯＤ（mg／�） 1,300 1,450 9 9

Ｓ Ｓ（mg／�） 33 40 0.5以下 0.5

油 分（mg／�） 0.5以下 0.5 0.5以下 0.5
同左

Ｔ－Ｎ（mg／�） 520 580 46 46

Ｔ－Ｐ（mg／�） 0.02以下 0.02 0.02以下 0.02

ほう素（mg／�） 8以下 8以下 8 8

アンモニア，アンモニウム
化合物，亜硝酸化合物及び 520 580 46 46
硝酸化合物（mg／�）
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区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 蒸発濃縮装置Ｃ

種 類 蒸発濃縮装置

構 造 ＳＵＳ製
同左

主 要 寸 法 3.15ｍ×4.7ｍ×3.4ｍ

能 力 10㎥／バッチ

処 理 の 方 法 蒸発濃縮

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 工事着手後１週間

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 工事完成後１週間

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時において 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該特定施設か 区 分
ら排出される汚 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／日） 4.0 4.0 6.0 18.0 4.3 4.3 6.3 18.3
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 3～5 3～5 8～10 8～10
常の量及び最大
の量 ＢＯＤ（mg／�） 930 1,050 36 36

ＣＯＤ（mg／�） 1,300 1,450 9 9

Ｓ Ｓ（mg／�） 33 40 0.5以下 0.5

油 分（mg／�） 0.5以下 0.5 0.5以下 0.5
同左

Ｔ－Ｎ（mg／�） 520 580 46 46

Ｔ－Ｐ（mg／�） 0.02以下 0.02 0.02以下 0.02

ほう素（mg／�） 8以下 8以下 8 8

アンモニア，アンモニウム
化合物，亜硝酸化合物及び 520 580 46 46
硝酸化合物（mg／�）
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 Ａ

変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 2,628.8 3,052.7

ｐ Ｈ 6～8.5 6～8.5

ＢＯＤ（㎎／�） 7 9
同左

ＣＯＤ（㎎／�） 7 9

Ｓ Ｓ（㎎／�） 12 20

油 分（㎎／�） 1 7

Ｔ－Ｎ（㎎／�） 7 14 9 14

Ｔ－Ｐ（㎎／�） 0.9 1.5

Ｐ ｂ（㎎／�） 0.1以下 0.1以下

Ｃｒ６＋（㎎／�） 0.005以下 0.005以下

全Ｃｒ（㎎／�） 0.01以下 0.01以下

Ｃ ｕ（㎎／�） 0.3以下 0.3以下
同左

Ｆ ｅ（㎎／�） 1以下 1以下

ふっ素（㎎／�） 2以下 5

ほう素（㎎／�） 0.2 2

アンモニア，アンモニウム
化合物，亜硝酸化合物及び 3.0 10.0
硝酸化合物（㎎／�）

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成27年９月25日から同年10月16日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び瀬戸内市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
玉

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
玉
五

六

一
四

－
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
陽
光
会

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
玉
原
二
丁
目
二
四
番
四
〇
号

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
四
〇
〇
六
三
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
げ
ん
き

２

所
在
地

岡
山
県
加
賀
郡
吉
備
中
央
町
下
加
茂
一
一
三
一

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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１

名
称

社
会
福
祉
法
人
義
風
会

２

所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
北
区
下
足
守
一
八
九
八
番
地

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
九
〇
〇
一
一
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

高
梁
坂
本
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

高
梁
市
宇
治
町
遠
原
字
大
倉
二
九
二
一
番
三
地

先
か
ら

新

六
八
四
・
〇

高
梁
市
宇
治
町
遠
原
字
家
ノ
上
一
九
七
五
番
一

五
・
四
～

地
先
を
経
て

五
九
・
八

高
梁
市
宇
治
町
遠
原
字
井
手
ノ
上
二
八
九
三
番

一
地
先
ま
で

高
梁
市
宇
治
町
遠
原
字
大
倉
二
九
二
一
番
三
地

先
か
ら

五
・
四
～

旧

七
六
二
・
五

高
梁
市
宇
治
町
遠
原
字
井
手
ノ
上
二
八
九
三
番

五
九
・
八

一
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

大
野
部
備
中
線
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三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

高
梁
市
備
中
町
西
山
字
橋
ノ
元
二
八
一
三
番
一

新

四
四
八
・
〇

地
先
か
ら

八
・
二
～

高
梁
市
備
中
町
西
山
字
高
山
一
九
〇
〇
番
三
九

三
三
・
四

地
先
ま
で

高
梁
市
備
中
町
西
山
字
橋
ノ
元
二
八
一
三
番
一

地
先
か
ら

三
・
五
～

旧

四
四
八
・
〇

高
梁
市
備
中
町
西
山
字
高
山
一
九
〇
〇
番
三
九

一
〇
・
八

地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

美
袋
停
車
場
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

総
社
市
美
袋
字
花
屋
一
八
二
四
番
二
地
先
か
ら

一
六
〇
・
七

総
社
市
美
袋
字
花
屋
一
九
一
二
番
三
地
先
を
経

三
・
〇
～

て

四
・
五

総
社
市
美
袋
字
花
屋
一
九
一
五
番
四
地
先
ま
で

新

三
八
・
二

総
社
市
美
袋
字
花
屋
一
八
二
四
番
二
地
先
か
ら

一
一
・
八
～

総
社
市
美
袋
字
花
屋
一
九
一
五
番
四
地
先
ま
で

一
五
・
六
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総
社
市
美
袋
字
花
屋
一
八
二
四
番
二
地
先
か
ら

一
六
〇
・
七

総
社
市
美
袋
字
花
屋
一
九
一
二
番
三
地
先
を
経

三
・
〇
～

て

四
・
五

旧

総
社
市
美
袋
字
花
屋
一
九
一
五
番
四
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

大
戸
上
中
央
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
美
咲
町
大
戸
上
字
岡
ノ
ハ
ナ
二
三
四
番

新

二
九
二
・
〇

四
地
先
か
ら

六
・
〇
～

久
米
郡
美
咲
町
大
戸
上
字
日
浦
谷
シ
リ
九
八
七

二
九
・
〇

番
一
地
先
ま
で

久
米
郡
美
咲
町
大
戸
上
字
岡
ノ
ハ
ナ
二
三
四
番

旧

二
九
二
・
〇

四
地
先
か
ら

六
・
〇
～

久
米
郡
美
咲
町
大
戸
上
字
日
浦
谷
シ
リ
九
八
七

二
三
・
〇

番
一
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

八
木
山
日
生
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域
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別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

備
前
市
日
生
町
日
生
字
椿
谷
五
番
六
地
内

新

六
三
・
五

五
・
六
～

一
八
・
四

備

旧

六
三
・
五

前
市
日
生
町
日
生
字
椿
谷
五
番
六
地
内

四
・
二
～四

・
七

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

東
茅
部
下
福
田
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

真
庭
市
蒜
山
東
茅
部
字
茅
部
野
七
一
二
番
八
二

新

三
一
三
・
六

〇
地
先
か
ら

八
・
九
～

真
庭
市
蒜
山
東
茅
部
字
家
ノ
上
一
九
八
〇
番
一

一
九
・
八

地
先
ま
で

真
庭
市
蒜
山
東
茅
部
字
茅
部
野
七
一
二
番
八
二

旧

三
一
三
・
六

〇
地
先
か
ら

四
・
八
～

真
庭
市
蒜
山
東
茅
部
字
家
ノ
上
一
九
八
〇
番
一

一
〇
・
三

地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

別
所
下
長
田
線

三

道
路
の
区
域
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新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

真
庭
市
蒜
山
別
所
字
鍛
治
屋
敷
四
一
一
番
一
地

新

一
一
五
・
六

先
か
ら

一
三
・
〇
～

真
庭
市
蒜
山
別
所
字
鍛
治
屋
敷
三
九
五
番
地
先

二
三
・
〇

ま
で

真
庭
市
蒜
山
別
所
字
鍛
治
屋
敷
四
一
一
番
一
地

旧

一
一
五
・
六

先
か
ら

九
・
〇
～

真
庭
市
蒜
山
別
所
字
鍛
治
屋
敷
三
九
五
番
地
先

一
六
・
〇

ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

横
野
滝
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

津
山
市
上
横
野
字
朴
ノ
木
峪
一
九
九
〇
番
地
先

新

一
六
・
〇

か
ら

六
・
〇
～

津
山
市
上
横
野
字
朴
ノ
木
峪
一
九
八
八
番
地
先

九
・
〇

ま
で

津
山
市
上
横
野
字
朴
ノ
木
峪
一
九
九
〇
番
地
先

旧

一
六
・
〇

か
ら

五
・
〇
～

津
山
市
上
横
野
字
朴
ノ
木
峪
一
九
八
八
番
地
先

七
・
〇
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ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

横
野
滝
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

津
山
市
上
横
野
字
堂
峪
二
七
〇
九
番
二
地
先
か

新

三
二
・
〇

ら

四
・
五
～

津
山
市
上
横
野
字
堂
峪
二
七
一
〇
番
二
地
先
ま

八
・
五

で津
山
市
上
横
野
字
堂
峪
二
七
〇
九
番
二
地
先
か

旧

三
二
・
〇

ら

四
・
五
～

津
山
市
上
横
野
字
堂
峪
二
七
一
〇
番
二
地
先
ま

五
・
〇

で
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

高
梁
坂
本
線

高
梁
市
宇
治
町
遠
原
字
大
倉
二
九
二
一
番
三
地
先
か

平
成
二
十
七

ら

年
九
月
二
十

高
梁
市
宇
治
町
遠
原
字
家
ノ
上
一
九
七
五
番
一
地
先

五
日

を
経
て

高
梁
市
宇
治
町
遠
原
字
井
手
ノ
上
二
八
九
三
番
一
地

先
ま
で

大
野
部
備
中

高
梁
市
備
中
町
西
山
字
橋
ノ
元
二
八
一
三
番
一
地
先

線

か
ら

高
梁
市
備
中
町
西
山
字
高
山
一
九
〇
〇
番
三
九
地
先

ま
で

美
袋
停
車
場

総
社
市
美
袋
字
花
屋
一
八
二
四
番
二
地
先
か
ら

線

総
社
市
美
袋
字
花
屋
一
九
一
五
番
四
地
先
ま
で

大
戸
上
中
央

久
米
郡
美
咲
町
大
戸
上
字
岡
ノ
ハ
ナ
二
三
四
番
四
地

線

先
か
ら

久
米
郡
美
咲
町
大
戸
上
字
日
浦
谷
シ
リ
九
八
七
番
一

地
先
ま
で
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八
木
山
日
生

備
前
市
日
生
町
日
生
字
椿
谷
五
番
六
地
内

線東
茅
部
下
福

真
庭
市
蒜
山
東
茅
部
字
茅
部
野
七
一
二
番
八
二
〇
地

田
線

先
か
ら

真
庭
市
蒜
山
東
茅
部
字
家
ノ
上
一
九
八
〇
番
一
地
先

ま
で

別
所
下
長
田

真
庭
市
蒜
山
別
所
字
鍛
治
屋
敷
四
一
一
番
一
地
先
か

線

ら真
庭
市
蒜
山
別
所
字
鍛
治
屋
敷
三
九
五
番
地
先
ま
で

横
野
滝
線

津
山
市
上
横
野
字
朴
ノ
木
峪
一
九
九
〇
番
地
先
か
ら

津
山
市
上
横
野
字
朴
ノ
木
峪
一
九
八
八
番
地
先
ま
で

津
山
市
上
横
野
字
堂
峪
二
七
〇
九
番
二
地
先
か
ら

津
山
市
上
横
野
字
堂
峪
二
七
一
〇
番
二
地
先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
し
た
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更

の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称

株
式
会
社
東
京
建
築
検
査
機
構

二

変
更
の
内
容

住
所
の
変
更

新
：
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
富
沢
町
一
〇
番
一
六
号

旧
：
東
京
都
中
央
区
東
日
本
橋
一
丁
目
一
番
四
号

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更

構
造
判
定
事
業
部

新
：
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
富
沢
町
一
〇
番
一
六
号

旧
：
東
京
都
中
央
区
東
日
本
橋
一
丁
目
一
番
四
号

東
日
本
橋
Ｍ
１
ビ
ル

三

変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
八
日

一

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称

日
本
建
築
検
査
協
会
株
式
会
社

二

変
更
の
内
容

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更

構
造
判
定
部

新
：
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
一
三
番
一
一
号

油
脂
工
業
会
館
五
階

旧
：
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
一
五
番
六
号

松
木
ビ
ル
三
階

三

変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
四
日
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〔
三
八
九
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
シ
ュ
エ
ッ
ト

三

代
表
者
の
氏
名

菊
地

厚
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
春
日
町
三
番
八

四
〇
一
号

－

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
広
く
対
象
と
し
、
社
会
教
育
や
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る

事
業
を
行
い
、
実
際
生
活
に
即
す
る
文
化
的
教
養
を
高
め
、
社
会
教
育
や
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図

り
、
広
く
公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
会
議
に
関
す
る
事
項
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〔
三
九
〇
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
中
局

高
梁
市
成
羽
町
下
原
字
本
丁
一
〇
〇
九
番

四
・
〇
〇

二
九
・
六
二

建
第
二
〇
一
七
号

一
一
、
一
〇
一
〇
番
四

平
成
二
十
七
年
九
月

十
日
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〔
三
九
一
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
美
作
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
美
作
局

勝
田
郡
勝
央
町
岡
字
竹
の
下
五
二
六
番
九

六
・
〇
〇

三
九
・
二
二

建
第
六
〇
〇
七
号

平
成
二
十
七
年
九
月

十
四
日
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三
九
二

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

〔
〕

、

。

札
を
実
施
す
る

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調
達
内
容

(
1
)
調
達
件
名

加
入
電
話
及
び
携
帯
電
話
へ
の
通
信
サ
ー
ビ
ス
調
達

(
2
)
調
達
業
務
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
加
入
電
話
及
び
携
帯
電
話
へ
の
通
信
サ
ー
ビ
ス
調
達
仕
様
書
に
よ
る
。

(
3
)
契
約
期
間

平
成
2
8
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
3
0
年
1
2
月
3
1
日
ま
で

(
4
)
履
行
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

(
5
)
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
，
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
，

入
札
者
は
，
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

(
1
)
平
成
2
7
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共

（
）

団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
平
成
７
年
政
令
第
3
7
2
号

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
平
成
2
7
年
岡
山

県
告
示
第
3
9
号
（
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
，
資
格
審
査

の
申
請
手
続
等
。
以
下
「
資
格
告
示
」
と
い
う
）
に
定
め
る
資
格
を
い
う
）
を
得
て
い
る
者

。
。

で
あ
る
こ
と
。

(
2
)
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
2
2
年
政
令
第
1
6
号
）
第
1
6
7
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

(
3
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
，
岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契

約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
（
平
成
1
9
年
岡
山
県
告
示
第
3
3
2
号
）
の
規
定
に
よ
る
入
札

参
加
の
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
4
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
，
岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契
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約
に
係
る
入
札
参
加
除
外
等
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
除
外
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

(
5
)
岡
山
県
建
設
工
事
等
暴
力
団
対
策
会
議
運
営
要
領
に
基
づ
く
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
て
い
る

者
で
な
い
こ
と
。

(
6
)
民
事
再
生
法
（
平
成
1
1
年
法
律
第
2
2
5
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て

い
る
者
又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
1
4
年
法
律
第
1
5
4
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が

な
さ
れ
て
い
る
者
（
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
）
で
な
い
こ
と
。

。

(
7
)
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
5
9
年
法
律
第
8
6
号
）
に
基
づ
く
電
気
通
信
事
業
者
の
登
録
を
受
け
て

い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
競
争
入
札
参
加
資
格
の
申
請
手
続

こ
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
で
，
２
(
1
)
の
資
格
を
得
て
い
な
い
も
の
は
，
資

格
告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

申
請
書
の
入
手
先
，
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
県
民
生
活
部
情
報
政
策
課
情
報
化
推
進
班
（
岡
山
県
庁
８
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
2
6
4

４
入
札
書
の
提
出
場
所
等

(
1
)
入
札
書
の
提
出
場
所
，
契
約
条
項
を
示
す
場
所
，
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先〒
7
0
0
－
8
5
1
2
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
契
約
担
当

電
話
（
0
8
6
）
2
3
4
－
0
1
1
0
内
線
2
2
1
6

(
2
)
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
方
法

ア
交
付
期
間

平
成
2
7
年
９
月
2
5
日
か
ら
同
年
1
1
月
４
日
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元

年
岡
山
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
）
。

イ
交
付
方
法

(
1
)
の
場
所
に
て
交
付
す
る
。

ま
た
，
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
，
交
付
に
必
要
な
期
間
を
十
分
に
考
慮
し
，
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，
。

，
返
信
用
封
筒
及
び
返
信
に
必
要
な
切
手
等
を
同
封
し
(
1
)
の
場
所
に
請
求
す
る
こ
と
な
お

交
付
す
る
入
札
説
明
書
等
は
，
縦
2
9
7
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
，
横
2
1
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
，
重
さ
1
2
0
グ

ラ
ム
で
あ
る
の
で
，
注
意
す
る
こ
と
。

(
3
)
入
札
書
の
受
領
期
限

平
成
2
7
年
1
1
月
1
1
日
午
後
４
時

(
4
)
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
2
7
年
1
1
月
1
2
日
午
前
1
0
時
3
0
分

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
分
室
（
岡
山
県
庁
地
下
１
階
）

５
そ
の
他

(
1
)
入
札
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

(
2
)
入
札
保
証
金

（
）

。
岡
山
県
財
務
規
則
昭
和
6
1
年
岡
山
県
規
則
第
８
号
第
1
3
1
条
及
び
第
1
3
3
条
の
規
定
に
よ
る

(
3
)
契
約
保
証
金

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
5
3
条
及
び
第
1
5
5
条
の
規
定
に
よ
る
。

(
4
)
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
，
入
札
書
を
受
領
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
と
と

も
に
，
入
札
説
明
書
に
示
す
書
類
を
作
成
し
，
平
成
2
7
年
1
1
月
４
日
午
後
４
時
ま
で
に
，
入
札
説

明
書
で
示
す
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
，
入
札
参
加
希
望
者
は
，
契
約
担
当
者

か
ら
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
，
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
5
)
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
，
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義

務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
そ
の
他
岡
山
県
財
務
規
則
第
1
4
0
条
各
号
に
掲
げ
る
入
札

に
係
る
入
札
書
は
，
無
効
と
す
る
。

(
6
)
契
約
書
作
成
の
要
否

要

(
7
)
落
札
者
の
決
定
方
法

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
3
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

平成２７年９月２５日　岡山県公報　第１１７２２号



(
8
)
そ
の
他

詳
細
は
，
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

６
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)
N
a
t
u
r
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
t
o
b
e
p
r
o
c
u
r
e
d
:

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
t
o
a
f
i
x
e
d
-
l
i
n
e
p
h
o
n
e
a
n
d
a
m
o
b
i
l
e
p
h
o
n
e

(
2
)
C
o
n
t
r
a
c
t
p
e
r
i
o
d
:

F
r
o
m
1
J
a
n
u
a
r
y
,
2
0
1
6
t
h
r
o
u
g
h
3
1
D
e
c
e
m
b
e
r
,
2
0
1
8

(
3
)
T
i
m
e
l
i
m
i
t
f
o
r
t
e
n
d
e
r
:

4
:
0
0
P
.
M
.
1
1
N
o
v
e
m
b
e
r
,
2
0
1
5

(
4
)
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e
：

F
i
n
a
n
c
e
S
e
c
t
i
o
n
,
O
k
a
y
a
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
P
o
l
i
c
e
H
e
a
d
q
u
a
r
t
e
r
s

２
－
４
－
６
U
c
h
i
s
a
n
g
e
,
K
i
t
a
－
k
u
,
O
k
a
y
a
m
a
－
s
h
i
,
O
k
a
y
a
m
a
－
k
e
n
,
7
0
0
－
8
5
1
2
,

J
a
p
a
n

T
e
l
e
p
h
o
n
e
：
0
8
6
－
2
3
4
－
0
1
1
0
,
E
x
t
.
2
2
1
6
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

Ａ
Ｌ
Ｌ
Ｗ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｈ
Ｅ
Ｒ

仁

科

昌

弘

西

原

節

夫

笠
岡
市
旭
が
丘
三
八
七

平
成
二
七
・

八
・
二
一

総

思

会

宮

田

信

義

清

水

智

昭

総
社
市
久
代
四
〇
一
七

〃

八
・
二
〇

ふ
る
さ
と
総
社
を
守
る
会

吉

冨

陸

夫

竹

内

令

子

〃

中
央
三

一
五

一
〇
五

〃

八
・
一
九

－
－
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

伊
東
ゆ
う
き
後
援
会

吉

田

裕

紀

代
表
者
の
氏
名

吉

田

裕

紀

伊

東

裕

紀

平
成
二
七
・

五
・
一
〇

幸
福
実
現
党
岡
山
東
後
援
会

小
笠
原

茂

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
東
区
正
儀
三
五
八
二

一

岡
山
市
東
区
金
田
七
七
五

二

〃

八
・

一

－
－

〃

〃

代
表
者
の
氏
名

小
笠
原

茂

大

嶋

敏

浩

〃

〃

水
田
よ
し
と
み
後
援
会

友

保

伸

一

〃

友

保

伸

一

水

田

和

稔

〃

八
・
二
七
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